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○
国
土
交
通
省
告
示
第
五
十
六
号

特
定
地
域
及
び
準
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措

置
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
六
十
四
号
）
第
二
条
第
一
項
及
び
第
九
項
、
第
三
条
第
一
項
、
第
三
条
の
二
第
一
項
、

第
十
四
条
の
四
第
一
項
及
び
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
地
域
及
び
準
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般

乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
四
日

国
土
交
通
大
臣

太
田

昭
宏

特
定
地
域
及
び
準
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特

別
措
置
法
施
行
規
程

（
定
義
）

第
一
条

こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
特
定
地
域
及
び
準
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運

送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例

に
よ
る
。

（
法
第
二
条
第
一
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
）

第
二
条

法
第
二
条
第
一
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の

と
す
る
。
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一

次
に
掲
げ
る
者
（
次
号
及
び
次
条
第
一
号
に
お
い
て
「
要
介
護
者
等
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
付
添
人
の
運
送

で
あ
っ
て
、
道
路
運
送
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
運
輸
省
令
第
七
十
五
号
）
第
五
十
一
条
の
三
第
八
号
に
規

定
す
る
福
祉
自
動
車
（
次
号
に
お
い
て
単
に
「
福
祉
自
動
車
」
と
い
う
。
）
を
用
い
る
も
の

イ

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者

ロ

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い

る
者

ハ

介
護
保
険
法
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
要
支
援
認
定
を
受
け
て
い
る
者

ニ

そ
の
他
肢
体
不
自
由
、
内
部
障
害
、
知
的
障
害
、
精
神
障
害
そ
の
他
の
障
害
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
、
他
人

の
介
助
に
よ
ら
ず
に
移
動
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
り
、
か
つ
、
単
独
で
事
業
用
自
動
車
そ
の
他
の
公
共
交
通
機

関
を
利
用
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
者

ホ

イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
者

二

要
介
護
者
等
及
び
そ
の
付
添
人
の
運
送
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
者
が
乗
務
す
る
事
業
用
自
動
車
（
福
祉
自
動

車
を
除
く
。
）
を
用
い
る
も
の

イ

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
の
介
護
福
祉
士

の
登
録
を
受
け
て
い
る
者

ロ

要
介
護
者
等
の
円
滑
な
運
送
に
資
す
る
研
修
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
も
の
を
修
了
し
て
い
る
者
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ハ

イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
者
に
準
ず
る
者
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
認
め
る
者

三

タ
ク
シ
ー
業
務
適
正
化
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
七
十
五
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
ハ
イ

ヤ
ー
を
使
用
し
て
行
う
運
送
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

一
日
を
超
え
る
期
間
を
単
位
と
し
て
専
属
で
常
時
運
送
を
提
供
で
き
る
こ
と
と
す
る
た
め
の
契
約
（
書
面
に

よ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
基
づ
い
て
締
結
さ
れ
る
運
送
契
約
の
み
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の

ロ

二
時
間
以
上
の
時
間
を
単
位
と
し
て
締
結
さ
れ
る
運
送
契
約
の
み
に
よ
り
行
わ
れ
る
も
の
（
イ
に
掲
げ
る
も

の
を
除
く
。
）

（
法
第
二
条
第
九
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
事
業
用
自
動
車
）

第
三
条

法
第
二
条
第
九
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
業
用
自
動
車
と
す
る
。

一

専
ら
要
介
護
者
等
及
び
そ
の
付
添
人
の
運
送
の
用
に
供
す
る
も
の

二

専
ら
前
条
第
三
号
の
事
業
の
用
に
供
す
る
も
の

（
準
特
定
地
域
）

第
四
条

法
第
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
準
特
定
地
域
と
し
て
指
定
す
る
地
域
は
、
道
路
運
送
法
施
行
規
則

第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
地
方
運
輸
局
長
が
定
め
る
営
業
区
域
の
う
ち
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
営
業
区
域
と
し
、
当
該
指
定
に
係
る
期
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
期
間
と
す
る
。
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地
方
運
輸
局
長

営

業

区

域

期

間

一

北
海
道
運
輸
局
長

「
札
幌
交
通
圏
」
、
「
小
樽
市
」
、
「
函
館
交
通
圏

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
七
日

」
、
「
旭
川
交
通
圏
」
、
「
苫
小
牧
交
通
圏
」
、
「

か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十

釧
路
交
通
圏
」
、
「
帯
広
交
通
圏
」
及
び
「
北
見
交

六
日
ま
で

通
圏
」

二

東
北
運
輸
局
長

「
青
森
交
通
圏
」
、
「
八
戸
交
通
圏
」
、
「
弘
前
交

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
七
日

通
圏
」
、
「
盛
岡
交
通
圏
」
、
「
花
巻
交
通
圏
」
、

か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十

「
一
関
交
通
圏
」
、
「
仙
台
市
」
、
「
石
巻
市
」
、

六
日
ま
で

「
福
島
交
通
圏
」
、
「
郡
山
交
通
圏
」
、
「
会
津
交

通
圏
」
、
「
い
わ
き
市
」
、
「
秋
田
交
通
圏
」
及
び

「
山
形
交
通
圏
」

三

関
東
運
輸
局
長

「
特
別
区
・
武
三
交
通
圏
」
、
「
北
多
摩
交
通
圏
」

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
七
日

、
「
南
多
摩
交
通
圏
」
、
「
西
多
摩
交
通
圏
」
、
「

か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
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京
浜
交
通
圏
」
、
「
県
央
交
通
圏
」
、
「
湘
南
交
通

六
日
ま
で

圏
」
、
「
小
田
原
交
通
圏
」
、
「
京
葉
交
通
圏
」
、

「
東
葛
交
通
圏
」
、
「
千
葉
交
通
圏
」
、
「
北
総
交

通
圏
」
、
「
市
原
交
通
圏
」
、
「
南
房
交
通
圏
」
、

「
県
南
中
央
交
通
圏
」
、
「
県
南
西
部
交
通
圏
」
、

「
県
北
交
通
圏
（
埼
玉
県
）
」
、
「
県
南
東
部
交
通

圏
」
、
「
東
毛
交
通
圏
」
、
「
中
・
西
毛
交
通
圏
」

、
「
水
戸
県
央
交
通
圏
」
、
「
県
南
交
通
圏
（
茨
城

県
）
」
、
「
県
西
交
通
圏
」
、
「
県
北
交
通
圏
（
茨

城
県
）
」
「
宇
都
宮
交
通
圏
」
、
「
県
南
交
通
圏
（

栃
木
県
）
」
、
「
塩
那
交
通
圏
」
及
び
「
甲
府
交
通

圏
」

四

北
陸
信
越
運
輸
局
長

「
新
潟
交
通
圏
」
、
「
長
岡
交
通
圏
」
、
「
上
越
交

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
七
日

通
圏
」
、
「
三
条
市
Ａ
」
、
「
新
発
田
市
Ａ
」
、
「

か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十

柏
崎
市
Ａ
」
「
富
山
交
通
圏
」
、
「
高
岡
・
氷
見
交

六
日
ま
で
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通
圏
」
、
「
砺
波
市
Ｂ
、
南
砺
市
」
、
「
金
沢
交
通

圏
」
、
「
南
加
賀
交
通
圏
」
、
「
長
野
交
通
圏
」
、

「
松
本
交
通
圏
」
、
「
上
田
市
Ａ
」
及
び
「
飯
田
市

Ａ
」

五

中
部
運
輸
局
長

「
名
古
屋
交
通
圏
」
、
「
知
多
交
通
圏
」
、
「
尾
張

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
七
日

北
部
交
通
圏
」
、
「
尾
張
西
部
交
通
圏
」
、
「
西
三

か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十

河
北
部
交
通
圏
」
、
「
西
三
河
南
部
交
通
圏
」
、
「

六
日
ま
で

東
三
河
南
部
交
通
圏
」
、
「
静
清
交
通
圏
」
、
「
富

士
・
富
士
宮
交
通
圏
」
、
「
沼
津
・
三
島
交
通
圏
」

、
「
伊
豆
交
通
圏
」
、
「
浜
松
交
通
圏
」
、
「
磐
田

・
掛
川
交
通
圏
」
、
「
藤
枝
・
焼
津
交
通
圏
」
、
「

岐
阜
交
通
圏
」
、
「
大
垣
交
通
圏
」
、
「
高
山
交
通

圏
」
、
「
美
濃
・
可
児
交
通
圏
」
、
「
東
濃
東
部
交

通
圏
」
、
「
津
交
通
圏
」
、
「
松
阪
交
通
圏
」
、
「

福
井
交
通
圏
」
及
び
「
武
生
交
通
圏
」
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六

近
畿
運
輸
局
長

「
大
阪
市
域
交
通
圏
」
、
「
北
摂
交
通
圏
」
、
「
河

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
七
日

北
交
通
圏
」
、
「
河
南
Ｂ
交
通
圏
」
、
「
泉
州
交
通

か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十

圏
」
、
「
河
南
交
通
圏
」
、
「
京
都
市
域
交
通
圏
」

六
日
ま
で

、
「
神
戸
市
域
交
通
圏
」
、
「
姫
路
・
西
播
磨
交
通

圏
」
、
「
東
播
磨
交
通
圏
」
、
「
奈
良
市
域
交
通
圏

」
、
「
生
駒
交
通
圏
」
、
「
中
部
交
通
圏
（
奈
良
県

）
」
、
「
大
津
市
域
交
通
圏
」
、
「
湖
南
交
通
圏
」

、
「
中
部
交
通
圏
（
滋
賀
県
）
」
、
「
湖
東
交
通
圏

」
及
び
「
和
歌
山
市
域
交
通
圏
」

七

中
国
運
輸
局
長

「
広
島
交
通
圏
」
、
「
呉
市
Ａ
」
、
「
東
広
島
市
」

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
七
日

、
「
三
原
市
」
、
「
福
山
交
通
圏
」
、
「
尾
道
市
」

か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十

、
「
鳥
取
交
通
圏
」
、
「
米
子
交
通
圏
」
、
「
倉
吉

六
日
ま
で

交
通
圏
」
、
「
松
江
市
」
、
「
出
雲
市
」
、
「
岡
山

市
」
、
「
倉
敷
交
通
圏
」
、
「
津
山
市
」
、
「
下
関
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市
」
、
「
宇
部
市
」
、
「
山
口
市
」
、
「
周
南
市
」

、
「
防
府
市
」
及
び
「
岩
国
交
通
圏
」

八

四
国
運
輸
局
長

「
高
松
交
通
圏
」
、
「
中
讃
交
通
圏
」
、
「
徳
島
交

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
七
日

通
圏
」
、
「
松
山
交
通
圏
」
、
「
東
予
交
通
圏
」
、

か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十

「
今
治
交
通
圏
」
及
び
「
高
知
交
通
圏
」

六
日
ま
で

九

九
州
運
輸
局
長

「
福
岡
交
通
圏
」
、
「
北
九
州
交
通
圏
」
、
「
筑
豊

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
七
日

交
通
圏
」
、
「
大
牟
田
市
」
、
「
久
留
米
市
」
、
「

か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十

佐
賀
市
」
、
「
唐
津
市
」
、
「
長
崎
交
通
圏
」
、
「

六
日
ま
で

佐
世
保
市
」
、
「
諫
早
市
」
、
「
熊
本
交
通
圏
」
、

「
八
代
交
通
圏
」
、
「
大
分
市
」
、
「
別
府
市
」
、

「
宮
崎
交
通
圏
」
、
「
都
城
交
通
圏
」
、
「
延
岡
市

」
、
「
川
薩
交
通
圏
」
、
「
鹿
屋
交
通
圏
」
、
「
鹿

児
島
空
港
交
通
圏
」
及
び
「
鹿
児
島
市
」
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十

沖
縄
総
合
事
務
局
長

「
沖
縄
本
島
」

平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
七
日

か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十

六
日
ま
で

（
準
特
定
地
域
に
お
け
る
許
可
の
特
例
）

第
五
条

法
第
十
四
条
の
四
第
一
項
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

許
可
の
申
請
に
係
る
事
業
の
開
始
が
輸
送
需
要
に
対
し
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と

二

許
可
の
申
請
に
係
る
事
業
の
開
始
に
よ
っ
て
営
業
区
域
に
係
る
供
給
輸
送
力
が
輸
送
需
要
量
に
対
し
不
均
衡
と

な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

三

そ
の
他
許
可
の
申
請
に
係
る
事
業
の
開
始
が
公
益
上
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と

２

地
方
運
輸
局
長
は
、
許
可
の
申
請
を
審
査
す
る
場
合
に
お
い
て
、
前
項
に
掲
げ
る
基
準
を
適
用
す
る
に
当
た
っ
て

は
、
形
式
的
画
一
的
に
流
れ
る
こ
と
な
く
、
実
情
に
沿
う
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
準
特
定
地
域
に
お
け
る
供
給
輸
送
力
を
増
加
さ
せ
る
事
業
計
画
の
変
更
の
特
例
）

第
六
条

法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
一
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

道
路
運
送
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
（
法
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
認
可
（
以
下
単
に
「
認
可
」
と
い
う
。
）
の
申
請
に
係
る
準
特
定
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地
域
内
の
営
業
所
に
配
置
す
る
事
業
用
自
動
車
の
合
計
数
の
増
加
が
輸
送
需
要
に
対
し
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と

二

認
可
の
申
請
に
係
る
準
特
定
地
域
内
の
営
業
所
に
配
置
す
る
事
業
用
自
動
車
の
合
計
数
の
増
加
に
よ
っ
て
営
業

区
域
に
係
る
供
給
輸
送
力
が
輸
送
需
要
量
に
対
し
不
均
衡
と
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

三

そ
の
他
認
可
の
申
請
に
係
る
準
特
定
地
域
内
の
営
業
所
に
配
置
す
る
事
業
用
自
動
車
の
合
計
数
の
増
加
が
公
益

上
必
要
で
あ
り
、
か
つ
、
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と

２

法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

認
可
の
申
請
に
係
る
準
特
定
地
域
内
の
営
業
所
に
配
置
す
る
事
業
用
自
動
車
一
台
当
た
り
の
収
入
が
前
事
業
年

度
と
比
較
し
て
増
加
し
て
い
る
こ
と

二

業
務
の
執
行
の
適
正
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
（
経
営
の
基
本
方
針
及
び
経
営
管
理
に
関
す
る
措
置
並
び
に
法

令
遵
守
に
関
す
る
措
置
を
含
む
。
）
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と

三

事
業
用
自
動
車
の
百
万
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
交
通
事
故
の
発
生
件
数
が
、
認
可
の
申
請
に
係
る
準
特
定
地

域
に
お
け
る
事
業
用
自
動
車
の
百
万
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
交
通
事
故
の
発
生
件
数
未
満
で
あ
る
こ
と

四

労
働
協
約
又
は
就
業
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
雇
用
す
る
全
て
の
労
働
契
約
を
締
結
す
る
一
般
乗

用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
事
業
用
自
動
車
の
運
転
者
に
つ
い
て
、
賃
金
を
一
定
の
割
合
以
上
で
増
額
す
る
措
置

が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と

五

一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
活
性
化
の
た
め
の
措
置
が
と
ら
れ
て
い
る
こ
と
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六

認
可
の
申
請
に
係
る
準
特
定
地
域
内
の
営
業
所
に
配
置
す
る
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
タ
ク
シ
ー
（
移
動
等
円

滑
化
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
に
お
い
て
移
動
等
円
滑
化
の
目
標
が
定
め
ら
れ
て
い
る
ノ
ン
ス
テ
ッ
プ
バ
ス
の

基
準
等
を
定
め
る
告
示
（
平
成
二
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
二
百
五
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

認
定
を
受
け
た
も
の
を
い
う
。
）
の
台
数
が
前
事
業
年
度
と
比
較
し
て
増
加
し
て
い
る
こ
と

３

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
地
方
運
輸
局
長
が
認
可
の
申
請
を
審
査
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
六
年
一
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
規
定
に

基
づ
き
特
定
地
域
を
指
定
す
る
件
の
廃
止
）

２

次
に
掲
げ
る
告
示
は
、
廃
止
す
る
。

一

平
成
二
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
六
十
六
号
（
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業

の
適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
地
域
を
指
定
す
る
件
）

二

平
成
二
十
四
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
六
十
一
号
（
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の

適
正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
地
域
を
指
定
す
る
件
）

三

平
成
二
十
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
六
号
（
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適
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正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
地
域
を
指
定
す
る
件
）

四

平
成
二
十
五
年
国
土
交
通
省
告
示
第
九
百
六
号
（
特
定
地
域
に
お
け
る
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
適

正
化
及
び
活
性
化
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
規
定
に
基
づ
き
特
定
地
域
を
指
定
す
る
件
）



国自旅第４１１号

平成２６年１月２４日

各 地 方 運 輸 局 長 殿

沖縄総合事務局長 殿

自 動 車 局 長

（ 公 印 省 略 ）

特定地域及び準特定地域の協議会に関する国土交通省としての考

え方について

特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特

別措置法等の一部を改正する法律（平成25年法律第83号。以下「改正法」という。）

の施行に伴い、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の

適正化及び活性化に関する特別措置法（平成21年法律第64号。以下「法」という。）

第８条の規定により組織される特定地域及び準特定地域の協議会について、その

設置及び運営並びにそこでの合意が円滑に図れるよう（別紙）のとおり「特定地

域及び準特定地域の協議会の設置及び運営に関するガイドライン」を作成したの

で、関係者とも連携を図りつつ、特定地域及び準特定地域の協議会の制度を活用

して一般乗用旅客自動車運送事業（法第２条第１項に規定する一般乗用旅客自動

車運送事業。以下「タクシー事業」という。）の適正化及び活性化が効果的に推進

されるよう遺漏なきを期されたい。

また、当該ガイドラインでは、特定地域及び準特定地域の協議会の設置を円滑

に促進する等の観点から、（別添）のとおり「協議会設置要綱（モデル要綱）」を

提示することとしたので、特定地域及び準特定地域の協議会の運用の参考にされ

たい。

なお、本件については、一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会会長及び

一般社団法人全国個人タクシー協会会長あて、別添のとおり通知したので申し添

える。

kanagawa1-k55so
テキストボックス
参考資料 ２

kanagawa1-k55so
四角形



（別紙）

特定地域及び準特定地域の協議会の設置及び運営に関するガイドライン

Ⅰ．準特定地域における協議会

１．協議会の目的

準特定地域の協議会（以下「準特定地域協議会」という。）は、準特定地域

計画の作成、当該準特定地域計画の実施に係る連絡調整、その他当該地域に

おけるタクシー事業の適正化及び活性化を推進するに当たり必要となる事項

の協議を行うために設置するものとする。準特定地域協議会は、準特定地域

において一般乗用旅客自動車運送（法第２条第３項に規定する一般乗用旅客

自動車運送。以下「タクシー」という。）が地域公共交通としての機能を十分

に発揮できるようにすることは当然のこと、産業としての健全性、労働者の

生活の確保、地域社会への貢献等の視点も含め、タクシーがすべての関係者

にとって望ましい姿となるよう努めるものとする。

２．準特定地域協議会の設置及び運営

（１）準特定地域協議会は、１つの準特定地域につき、１つ設置するものとす

る。

（２）準特定地域協議会の設立に当たっては、原則として、法第８条第１項に

掲げる者が連携して設立準備会を立ち上げることとし、当該設立準備会が

準特定地域協議会設立の主導的な役割を担うものとする（準特定地域の指

定が地方公共団体の長の要請により行われた場合にあっては、当該地方公

共団体の長は、積極的に設立準備会に参加することが望ましい。）。

なお、法第３条の２第１項の規定により準特定地域の指定を受けた際現

に、改正前の特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び

活性化に関する特別措置法（平成21年法律第64号、以下「旧法」という。）

第３条第１項の規定により特定地域に指定されていた地域にあっては、原

則として、旧法第８条第１項の規定により組織されている協議会（以下「旧

協議会」という。）を設立準備会として活用するものとする。

また、法第３条の２第１項の規定により準特定地域の指定を受けた際現

に、法第８条第３項の基準に適合する旧協議会にあっては、同条第１項の

規定により組織された協議会としてみなす。

（３）準特定地域協議会は、設立時に設置要綱を定めるものとし、当該設置要

綱の原案は設立準備会が作成するものとする。

なお、改正法附則第３条の規定によりみなされた協議会にあっては、設

置要綱を見直しするものとする。

（４）設立準備会は、準特定地域協議会の設立前に、準特定地域協議会を設立

する期日とともに準特定地域協議会を設立する旨を公表するものとする。

適切な公表手段を有する者が設立準備会の構成員となっていない場合は、

地方運輸局長（沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。）へ準特定地域協議会



を設立する旨を報告し、地方運輸局長により公表するものとする。

なお、当該事項に限らず、協議会が公表を行うべき事項等については、

同様の取扱いをすることは差し支えないものとする。

（５）準特定地域協議会設立時の手続は次に掲げる順によるものとする。

① 法第８条第１項に掲げる者に該当する構成員による設置要綱の承認

② 準特定地域協議会の役員の選出

③ ①②に掲げるもののほか、準特定地域協議会の運営に関して必要な事

項の協議

（６）準特定地域協議会の会長は、準特定地域協議会の構成員の中から互選に

より選任するものとする。

なお、協議会の会長は、学識経験者をもって充てることを基本とし、協

議会が別に合意する場合は、その合意によることも差し支えない。

（７）準特定地域協議会には、必要に応じ、設置要綱に定めることによって、

その運営の事務に関して主導的な役割を担う事務局長その他の運営に必要

な役員を置くことができる。

（８）準特定地域協議会の役員の任期は、準特定地域協議会の設置要綱に定め

ることができるものとする。

（９）準特定地域協議会は、準特定地域計画の作成後も、準特定地域に指定さ

れている間は定期的に開催するものとする。

（10）（９）に掲げるもののほか、会長は、必要に応じて、準特定地域協議会を

開催することができるものとする。また、準特定地域協議会の構成員は、

会長に対して協議会の開催を要求できるものとするが、準特定協議会の開

催の是非は会長が決めるものとする。

（11）準特定地域協議会を開催するに当たっては、原則として、開催予定日の4

5日前までにその旨を公表するものとする。

（12）準特定地域協議会は、原則として公開とする。ただし、開催日時及び場

所、議題、協議の概要、議決事項等を記載した議事概要の公開をもってこ

れに代えることができるものとする。

なお、委員の招集が困難である場合等にあっては、準特定地域協議会が

あらかじめ定める方法により行う判断に基づき、全ての構成員からの意見

聴取及び賛否の意向の確認を行うこと並びに議事概要の作成及び公表を行

うことを条件として、開催に代えて書面の郵送又は持ち回りにより意見の

聴取及び議決（以下に掲げるものに限る。）を行うことができるものとし、

当該手続を行う場合にあっては、Ⅰ．２．(11)の規定について「45日前」

とあるのは「10日前」と、Ⅰ．４．（６）の規定について「30日前」とある

のは「３日前」と読み替えるものとする。

① 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正

化及び活性化に関する特別措置法施行規則（平成２１年国土交通省令第

５８号。以下「施行規則」という。）第10条の２第１項に規定する意見の

提出に関する事項

② 施行規則第10条の６第１項に規定する意見の提出に関する事項



（13）準特定地域協議会における協議を円滑なものとするため、地方運輸局長

は、準特定地域協議会に対して、準特定地域におけるタクシー事業の現状、

問題点等を提示するものとし、特に現状を説明する際には、当該準特定地

域において適正と考えられる車両数を示すものとする。

なお、地方運輸局長は、運営のために必要な支援を適時適切に行うもの

とする。

（14）準特定地域協議会において協議をするに当たっては、法第８条第１項及

び第２項に掲げる各区分ごとの構成員の意見を十分に斟酌することが重要

であること、また、円滑な協議の運営を確保する観点から、Ⅰ．４．（１）

②及び③の区分に掲げる構成員とそれ以外の区分に掲げる構成員の割合が

著しく不均衡とならないよう各区分ごとにおける構成員の発言のあり方等

のルールを策定するものとする。

３．準特定地域協議会の協議を行うに当たっての具体的な指針

準特定地域協議会においては、次の（１）～（３）に掲げる事項について、

それぞれに定める事項に留意しつつ、具体的に実施するものとする。

（１）準特定地域計画の作成

準特定地域計画は、準特定地域における地域公共交通としてのタクシー

のあり方に関する基本的な方向性を示し、タクシー事業の適正化及び活性

化に向けた地域の総合的な取組を定めるものであり、準特定地域協議会は、

準特定地域協議会の設置後直ちに準特定地域計画の作成に着手するものと

する。準特定地域計画の作成に当たっては、基本方針に定められた準特定

地域計画に関する事項に十分留意するものとする。

（２）準特定地域計画の実施に係る連絡調整

① 準特定地域協議会は、準特定地域計画に定められた事項の円滑な実施

のために必要な場合には、当該事業の関係者の連絡調整の場を設けるよ

う努めるものとする。

② 準特定地域協議会は、準特定地域計画の目標を達成するために必要が

あると認めるときは、その議決を経て、当該準特定地域計画に定められ

た事業の実施主体とされた者以外の者に対し、必要な協力を要請できる

ものとする。

（３）準特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化に関し必要な協議

準特定地域協議会は、地域の実情に応じて、当該準特定地域協議会の存

する準特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化に関し必要とな

る事項を協議するものとする。

４．準特定地域協議会の構成員

（１）法第８条第１項及び第２項に掲げる者は、それぞれ次に定めるとおりと

する。

① 関係地方公共団体の長 準特定地域協議会が設置される準特定地域を

管轄する地方公共団体の長であって、地域公共交通としてのタクシーの



役割・あり方等に関心を持ち、タクシーを地域公共交通として積極的に

活用していく意欲等を示した地方公共団体の長

② 一般乗用旅客自動車運送事業者等 法第５条に規定する一般乗用旅客

自動車運送事業者等

③ 一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者の組織する団体

準特定地域内に営業所を有する一般乗用旅客自動車運送事業者（法第

２条第２項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者。以下「タクシー

事業」という。）が雇用するタクシー事業の事業用自動車（法第２条第９

項に規定する事業用自動車。以下「タクシー車両」という。）の運転者（以

下「タクシー運転者」という。）が組合員となっている労働組合等のタク

シー運転者の組織する団体（以下「労働組合等」という。）

④ 地域住民 例えば自治会、商工会等のタクシーを利用する地域住民に

身近な団体又は組織の代表者（地域の実情に精通している地方公共団体

が推薦する団体又は組織の代表者が望ましい。）

⑤ 一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に資する他の事業を

営む者 鉄道事業者・一般乗合旅客自動車運送事業者等の他の公共交通

事業者、ホテル等の宿泊施設管理者等

⑥ 学識経験を有する者 大学教授等の学識経験者

⑦ その他協議会が必要と認める者 タクシー事業の適正化及び活性化を

推進する上で必要と認められる者（例えば、準特定地域協議会の協議事

項に関係する行政機関（特に、タクシー運転者の労働条件に関する取組

について協議を行う場合には協議会が設置される準特定地域を管轄する

都道府県労働局又は労働基準監督署、タクシー車両による交通問題に関

する協議を行う場合には当該準特定地域を管轄する都道府県公安委員会）

及び観光協会等

（２）準特定地域協議会は、法第８条第１項に掲げる者が任意に加入し、又は

脱退することができ、かつ、同条第２項により構成員として加えた者が任

意に脱退することができるものとする。

（３）法第８条第１項に掲げる者については、準特定地域において該当する者

が存在しない場合を除き、必ず１者は準特定地域協議会に参加していなけ

ればならないものとする。

（４）準特定地域協議会の構成員については、地域の実情を踏まえて、準特定

地域協議会におけるタクシー事業の適正化及び活性化を効果的に推進する

ものとなるよう十分留意するものとする。特に、タクシー運転者の労働条

件に関する取組について協議を行う場合には準特定地域協議会が設置され

る準特定地域を管轄する都道府県労働局又は労働基準監督署、タクシー車

両による交通問題に関する協議を行う場合には当該準特定地域を管轄する

都道府県公安委員会など、関係行政機関を積極的に構成員として加えるも

のとする。

（５）準特定地域協議会設立後の準特定地域協議会の構成員の変更は、設置要

綱の変更を必要とせず、準特定地域協議会会長等（設置要綱に事務局長又



は役員を定める場合においては、事務局長又はその役員。以下同じ。）が把

握するものとする。

（６）準特定地域協議会からの脱退又は準特定地域協議会協議会への加入をし

ようとする者は、随時、特定地域協議会会長等に申し出るものとする。

ただし、Ⅰ．２．（11）に基づき協議会の開催の公表があった場合にあっ

ては、協議会開催予定日の30日前までに申し出があった者について、当該

協議会の構成員として参画できるものとする。

（７）原則として、準特定地域協議会の構成員となっているタクシー事業者は、

自らの意思により、自らが所属する団体（以下「タクシー協会等」という。）

に準特定地域協議会における議決権の行使を委任できるものとし、当該委

任を受けたタクシー協会等がタクシー事業者に代わって準特定地域協議会

に参加できるものとする。

５．準特定地域協議会の合意形成

（１）設立準備会は、準特定地域協議会の設置要綱の原案を作成し、準特定地

域協議会の設立時に法第８条第１項に掲げる者に該当する構成員の承認を

得るものとする。承認の方法は、準特定地域協議会運営の公平性と準特定

地域協議会の構成員の多様性を損なわないことに留意する観点から以下の

方法によるものとする。

① 関係地方公共団体の長が全て承認すること。

② 設置要綱を承認するタクシー事業者が準特定地域内の営業所に配置す

るタクシー車両の台数の合計が、準特定地域協議会の構成員であるタク

シー事業者が当該準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数

の合計の過半数であること。

③ 設置要綱を承認するタクシー協会等の構成員となっているタクシー事

業者が準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、

準特定地域協議会の構成員であるタクシー協会等の構成員となっている

タクシー事業者が当該準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の

台数の合計の過半数であること。

④ 労働組合等として参加している構成員の過半数が承認すること。

⑤ 地域住民として参加している構成員の過半数が承認すること。

（２）準特定地域協議会における議題ごとの議決方法は、準特定地域協議会の

設置要綱に定めるものとする。

（３）設置要綱の変更の方法は、当該設置要綱に定める方法によるものとする。

（４）設置要綱に定める準特定地域協議会の議決方法は、（１）を参考にしつつ、

準特定地域協議会運営の公平性と準特定地域協議会の構成員の多様性を損

なわないことに十分留意するものとする。

（５）準特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化を効果的かつ円滑

に推進するため、準特定地域協議会の議決は限りなく全会一致に近い形で

行われることが望ましく、そのための調整が積極的に行われるものとする。

（６）準特定地域計画の作成に当たっては、法第９条第４項の規定により、そ



の作成に係る合意をした準特定地域協議会の構成員であるタクシー事業者

が準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、当該準

特定地域内の営業所に配置されるタクシー車両の総台数の過半数であるも

のでなければならないことに留意するものとする。

Ⅱ．特定地域における協議会

１．協議会の目的

特定地域の協議会（以下「特定地域協議会」という。）は、特定地域計画の

作成、当該特定地域計画の実施に係る連絡調整、その他当該地域におけるタ

クシー事業の適正化及び活性化を推進するに当たり必要となる取組の協議を

行うために設置するものとする。特定地域協議会は、特定地域においてタク

シーが地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにすることは当然

のこと、産業としての健全性、労働者の生活の確保、地域社会への貢献等の

視点も含め、タクシーがすべての関係者にとって望ましい姿となるよう努め

るものとする。

２．特定地域協議会の設置及び運営

（１）特定地域協議会は、１つの特定地域につき、１つ設置するものとする。

（２）当該地域が法第３条第１項の規定により特定地域に指定された時点をも

って、準特定地域協議会を法第８条第１項の規定により組織された特定地

域協議会としてみなす。

（３）特定地域協議会は、準特定協議会において定めた設置要綱が特定地域協

議会の設置要綱として適正なものか見直しを行うものとし、見直しに当た

っては、特に以下の点に留意するものとする。

① 協議会における実施事項（協議事項の見直し）

② 協議会の運営（議決方法の見直し等）

（４）Ⅰ．２．（６）～（14）（（12）①を除く）までの規定について、「準特定

地域協議会」とあるのは「特定地域協議会」と、「準特定地域計画」とある

のは「特定地域計画」と、「準特定地域」とあるのは、「特定地域」と読み

替えて準用する。

３．特定地域協議会の協議を行うに当たっての具体的な指針

特定地域協議会においては、次の（１）～（２）に掲げる事項について、

それぞれ次に定める事項に留意しつつ、具体的に実施するものとする。

（１）特定地域計画の作成

特定地域計画は、特定地域における地域公共交通としてのタクシーのあ

り方に関する基本的な方向性を示し、タクシー事業の適正化及び活性化に

向けた地域の総合的な取組や供給輸送力の削減を定めるものであり、特定

地域協議会は、特定地域協議会の設置後直ちに特定地域計画の作成に着手

するものとする。

なお、特定地域計画の作成に当たっては、基本方針に定められた特定地



域計画に関する事項に留意するものとし、特に、削減するべきタクシー事

業の供給輸送力及びその削減方法等の協議に当たっては、以下の点を十分

に考慮するものとする。

① 地域の実情に応じて協議会の合意により定める保有車両数ごとのタク

シー事業者の区分（大手事業者、中小事業者等）を設定し、当該区分や

個人タクシー事業者のカテゴリーに応じて、一律又は一律でない削減率

による減車や営業方法の制限となるよう設定するものとする。

なお、一律でない削減率による減車や営業方法の制限の設定を行う場

合にあっては、（別添１）の例示を参考とするものとする。

② 各タクシー事業者が削減すべき供給輸送力の設定に当たっては、各タ

クシー事業者における旧法の施行の日（平成21年10月１日）以降に実施

した減車及び休車の実績を勘案するものとする。

なお、特定地域協議会の判断において、旧法の施行の日以前に実施し

た減車の実績を含め設定することも差し支えないものとする。

③ 減車による供給輸送力の削減の設定に当たっては、「準特定地域におけ

る一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化の推進のために監督

上必要となる措置等の実施について（平成26年１月24日付け国自旅第406

号）」Ⅱ．３．（１）②に定める最低車両数を下回ることがないよう考慮

するものとし、最低車両数を下回る場合においては、営業方法の制限に

よる供給輸送力の削減とするものとする。

④ 営業方法の制限による供給輸送力削減率の算定方法については、「特定

地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び

活性化に関する特別措置法に基づく営業方法の制限に関する取扱いにつ

いて（平成26年１月24日付け国自旅第410号）」を参考として、定めるも

のとする。

なお、各タクシー事業者が削減すべき供給輸送力を協議する際におい

ては、特定の曜日等に偏ることにより、利用者利便を損なうことがない

よう留意するものとする。

（２）Ⅰ．３．（２）及び（３）の規定について、「準特定地域計画」とあるの

は「特定地域計画」と、「準特定地域協議会」とあるのは「特定地域協議会」

と、「準特定地域」とあるのは「特定地域」と読み替えて準用する。

４．特定地域協議会の構成員

Ⅰ．４の規定について、「準特定地域協議会」とあるのは「特定地域協議会」

と、「準特定地域」とあるのは「特定地域」と読み替えて準用する。

５．特定地域協議会の合意形成

（１）特定地域協議会における議題ごとの議決方法は、特定地域協議会の設置

要綱に定めるものとする。

（２）設置要綱の変更の方法は、当該設置要綱に定める方法によるものとする。

（３）特定地域協議会の議決の方法は、次の①及び②を参考にしつつ、特定地



域協議会運営の公平と特定地域協議会の構成員の多様性を損なわないよう

十分に留意するものとする。

① 設置要綱の合意に関する議決

ⅰ）地方公共団体の長の全てが合意すること。

ⅱ）合意するタクシー事業者が特定地域内の営業所に配置するタクシー

車両の台数の合計が、特定地域協議会の構成員であるタクシー事業者

が当該特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過

半数であること。

ⅲ）合意するタクシー協会等の構成員となっているタクシー事業者が特

定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の

構成員であるタクシー協会等の構成員となっているタクシー事業者が

当該特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半

数であること。

ⅳ）労働組合等として参加している構成員の過半数が合意すること。

ⅴ）地域住民として参加している構成員の過半数が合意すること。

ⅵ）法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意するこ

と。

② 特定地域計画の合意に関する議決

ⅰ）Ⅱ．５．（３）①ⅰ）及びⅲ）からⅴ）までの掲げる要件を満たして

いること。

ⅱ）合意するタクシー事業者が特定地域内に配置するタクシー車両の台

数の合計が、当該特定地域内の営業所に配置されるタクシー車両の台

数の総台数の３分の２以上であること。

ⅲ）Ⅱ．３．（１）①において設定する区分ごとに、合意するタクシー事

業者が特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、

当該特定地域内の営業所に配置されるタクシー車両の総台数の過半数

であること。

ⅳ）協議会の構成員である関係行政機関が全て合意すること。

ⅴ）法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員（関係行政機関を除く。）

の過半数が合意すること。

ⅵ）法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員のうち特定地域計画に

定める活性化措置に係る事業の実施主体とされたものが合意すること。

（４）特定地域におけるタクシー事業の適正化及び活性化を効果的かつ円滑に

推進するため、特定地域協議会の議決は限りなく全会一致に近い形で行わ

れることが望ましく、そのための調整が積極的に行われるものとする。

Ⅲ．その他

１．協議会は、準特定地域計画又は特定地域計画を作成するに当たっては、「特

定地域計画の認可基準（平成26年１月24日付け国自旅第402号」２の認可方針

に適合するものでならないことに留意するものとする。

２．協議会は、地域における関係者の負担軽減と協議会の運営の効率化、他の



計画との整合性の確保を図るため、必要に応じ道路運送法（昭和26年法律第1

83号）に基づく地域公共交通会議又は運営協議会、地域公共交通の活性化及

び再生に関する法律（平成19年法律第59号）に基づく協議会等の地域の移動

手段のあり方を協議する協議体との連携を行うものとする。

附 則

本通達は、平成26年１月27日から施行する。



（ 別 添 １ ）
特 定 地 域 計 画 に 記 載 す る 供 給 輸 送 力 の 削 減 パ タ ー ン （ 例 示 ）

《 パ タ ー ン １ 》
○ 最 低 車 両 数 を 基 準 と し 、 最 低 車 両 数 以 上 の 事 業 者 と 最 低 車 両 数 以 下 及 び 個 人 事 業 者 で 区 分 し て 供 給 輸 送 力 の

削 減 を 決 め る 場 合
・ 最 低 車 両 数 以 上 の 事 業 者 は 、 X％ の 減 車
・ 最 低 車 両 数 以 下 及 び 個 人 事 業 者 は 、 X％ 又 は Y％ の 減 車 に 相 当 す る 営 業 方 法 の 制 限

《 パ タ ー ン ２ 》
○ 車 両 規 模 等 に よ る 区 分 を せ ず に 全 て の 事 業 者 に お い て 、 一 律 に 営 業 方 法 の 制 限 に よ り 供 給 輸 送 力 を 削 減 す る

場 合
・ 全 て の 事 業 者 が 、 一 律 X％ の 減 車 に 相 当 す る 営 業 方 法 の 制 限

《 パ タ ー ン ３ 》
○ 地 域 の 実 情 に 応 じ た 保 有 車 両 数 に よ り 、 大 手 事 業 者 ・ 中 小 事 業 者 ・ 最 低 車 両 数 以 下 及 び 個 人 事 業 者 に 区 分

し て 供 給 輸 送 力 の 削 減 を 決 め る 場 合
・ 大 手 事 業 者 は 、 X％ の 減 車
・ 中 小 事 業 者 は 、 Y％ の 減 車
・ 最 低 車 両 数 以 下 の 事 業 者 及 び 個 人 事 業 者 は 、 Y％ の 又 は Z％ の 減 車 に 相 当 す る 営 業 方 法 の 制 限

《 パ タ ー ン ４ 》
○ 地 域 の 実 情 に 応 じ た 保 有 車 両 数 に よ り 、 大 手 事 業 者 ・ 中 小 事 業 者 ・ 最 低 車 両 数 以 下 及 び 個 人 事 業 者 に 区 分

し て 供 給 輸 送 力 の 削 減 を 決 め る 場 合
・ 大 手 事 業 者 は 、 X％ の 減 車
・ 中 小 事 業 者 は 、 ○ 両 の 減 車 ＋ Z％ の 減 車 に 相 当 す る 営 業 方 法 の 制 限
・ 最 低 車 両 数 以 下 の 事 業 者 及 び 個 人 事 業 者 は 、 X％ の 又 は Z％ の 減 車 に 相 当 す る 営 業 方 法 の 制 限

⼤⼿事業者 中⼩事業者 個⼈事業者

パターン１

パターン２

パターン３

パターン４

全ての事業者
⼀律Ｘ％相当の営業⽅法の制限

最低保有⾞両数以下の事業者・個⼈事業者
Ｘ％⼜はＺ％相当の営業⽅法の制限

最低保有⾞両数以下の事業者・個⼈事業者
Ｘ％⼜はＹ％相当の営業⽅法の制限

○○○両以上の事業者
Ｘ％減⾞

○○両以上の事業者
Ｙ％減⾞

最低保有⾞両数以上の事業者
Ｘ％減⾞

最低保有⾞両数以下の事業者・個⼈事業者
Ｘ％⼜はＺ％相当の営業⽅法の制限

○○○両以上の事業者
Ｘ％減⾞

○○両以上の事業者
○両の減⾞＋

Ｙ％相当の営業⽅法の制限



（別添：準特定地域）

○○協議会設置要綱（モデル要綱）

制定平成○○年○○月○○日

（目的）

第１条 ○○協議会（以下「協議会」という。）は、特定地域及び準特定地域にお

ける一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法（平

成２１年法律第６４号。以下「法」という。）の規定に基づき、△△（準特定地

域）の関係者の自主的な取組を中心として、当該準特定地域の一般乗用旅客自

動車運送事業（法第２条に規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下

「タクシー事業」という。）の適正化及び活性化を推進することにより、一般乗

用旅客自動車運送が、地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにす

るために必要となる準特定地域計画の作成等を行うために設置するものとする。

（定義）

第２条 この要綱において「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者

をいう。

２ この要綱において「タクシー車両」とは、タクシー事業の事業用自動車をい

う。

３ この要綱において「タクシー協会等」とは、タクシー事業者の組織する団体

をいう。

４ この要綱において「労働組合等」とは、タクシー車両の運転者の組織する団

体をいう。

５ この要綱において「バス事業者」とは、道路運送法（昭和２６年法律第１８

３号）第３条第１号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

（実施事項）

第３条 協議会は、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 準特定地域計画の作成

(2) 次に掲げる準特定地域計画の実施に係る連絡調整

① 準特定地域計画に定められた事業の円滑な実施のために必要な場合にお

ける当該事業の関係者の招集

② 準特定地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対す

る必要な協力の要請

③ ①②に掲げるもののほか、協議会が必要と認める準特定地域計画の実施

に係る連絡調整

(3) 準特定地域のタクシー事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な次に掲

げる事項の協議

① 協議会の運営方法

② （地域の実情に応じて、必要となる事項を列記）



（協議会の構成員）

第４条 協議会の構成員は、次の区分にそれぞれ掲げる者とする（括弧内は例）。

(1) ○○都道府県知事・○○市町村長又はそれらの指名する者

(2) タクシー事業者等（一般社団法人○○都道府県タクシー協会、○○株式会

社）

(3) 労働組合等（○○労働組合○○都道府県支部）

(4) 地域住民の代表（○○自治会長又は○○商工会長）

(5) 鉄道事業者、バス事業者、宿泊施設管理者等（○○株式会社）

(6) 学識経験者（○○大学教授○○）

(7) ○○都道府県労働局又は○○労働基準監督署

(8) ○○都道府県公安委員会

(9) （その他協議会が必要と認める者を列記）

２ 協議会は、前項の(1)～(4)の区分に掲げる者が任意に加入し、又は脱退する

ことができるものとし、かつ、前項の(5)～(9)の区分に掲げる者が任意に脱退

できるものとする。

３ 協議会へ加入又は協議会から脱退しようとする者は、会長等（事務局長又は

役員を置く場合は事務局長又はその役員。以下同じ。）に申し出をするものとす

る。

ただし、第５条第１１項の規定に基づき協議会の開催の公表があった場合には、

協議会の開催日の３０日前までに申し出があった者について、当該協議会に構

成員として参画できるものとする。

４ 協議会の構成員の把握は会長等が行うものとし、協議会の場において一覧表

形式等により示すものとする。

（協議会の運営）

第５条 協議会に会長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。

２ 会長は、協議会を代表し、協議の場を総括する。

３ 会長の任期は○年とする。

４ 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理

する。

５ 協議会に事務局長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。

６ 事務局長は、協議会の運営に関する事務を総括する。

７ 事務局長の任期は○年とする。

８ 各区分毎の構成員の発言時間の配分は、協議会の開催予定時間の15％を上限

として会長が割り振るものとする。

９ 協議会の議決方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めると

おりとする。

(1) 役員の選出を議決する場合 第４条第１項(2)及び(3)に掲げる構成員はそ

の区分毎に１個の議決権を、その他の構成員については各自１個の議決権を

与えるものとし、議決権の過半数に当たる多数をもって行う。

(2) 設置要綱の変更を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすことをもっ



て行う。

① 関係地方公共団体の長が全て合意すること。

② 設置要綱の変更について合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業

所に配置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシ

ー事業者が当該準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合

計の過半数であること。

③ 設置要綱の変更について合意するタクシー協会等の構成員となっている

タクシー事業者が準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の

合計が、協議会の構成員であるタクシー協会等の構成員となっているタク

シー事業者が当該準特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の

合計の過半数であること。

④ 労働組合等として参加している構成員の過半数が合意すること。

⑤ 地域住民として参加している構成員の過半数が合意すること。

⑥ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意すること。

(3) 準特定地域計画の作成を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすこと

をもって行う。

① (2)①及び③から⑤までに掲げる要件を満たしていること。

② 準特定地域計画の作成に合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業

所に配置するタクシー車両の台数の合計が、当該準特定地域内の営業所に

配置されるタクシー車両の総台数の過半数であること。

③ 準特定地域協議会の構成員である関係行政機関が全て合意すること。

④ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員（関係行政機関を除く。）の

過半数が合意すること。

⑤ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員のうち準特定地域計画に定

められた事業の実施主体とされたものが合意すること。

(4) (1)から(3)まで以外の議決を行う場合 次に掲げる要件を全て満たすこと

をもって行う。

① 会長及び事務局長が合意すること。

② 合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業所に配置するタクシー車

両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業者が当該準特定地

域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の過半数であること。

③ ①及び②以外の構成員において、第４条第１項(3)に掲げる構成員はその

区分毎に１個の議決権を、それ以外の構成員については各自１個の議決権

を与えるものとし、過半数が合意すること。

10 協議会は、○ヶ月ごとを目安として開催することとする。

11 前項に掲げるもののほか、会長は、必要に応じて、協議会を開催することが

できるものとし、協議会の構成員は、会長に対して協議会の開催を要求するこ

とができるものとすが、協議会開催の是非は会長が決めるものとする。

12 会長は、協議会を開催するに当たり、原則として協議会開催日の４５日前（地

域の実情に応じて、必要となる日数を記入）までにその旨を公表するものとす

る。



13 協議会は原則として公開とする。

（第14項は必要に応じて記載する）

14 会長は、次に掲げる事項に限り、やむを得ない事由により協議会を開催する

余裕のない場合においては、事案の概要を記載した書面を構成員に送付し、そ

の意見の聴取及び賛否を確認し、その結果をもって協議会の決議に代えること

ができる。

なお、本規定に基づく取扱いを行う場合にあっては、第４条第３項中の「３

０日前」とあるのは「３日前」とし、第５条第11項中の「４５日前」とあるの

は「１０日前」とする。

(1) 新規許可、営業区域の設定又は増車に係る意見聴取に関する意見書の提出

の議決

(2) 公定幅運賃に係る意見聴取に関する意見書の議決

（その他）

第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会

長が協議会に諮り定める。



（別添：特定地域）

○○協議会設置要綱（モデル要綱）

制定平成○○年○○月○○日

（目的）

第１条 ○○協議会（以下「協議会」という。）は、特定地域及び準特定地域にお

ける一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法（平

成２１年法律第６４号。以下「法」という。）の規定に基づき、△△（特定地域）

の関係者の合意に基づいて、当該特定地域の一般乗用旅客自動車運送事業（法

第２条に規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下「タクシー事業」

という。）の適正化及び活性化を推進することにより、一般乗用旅客自動車運送

が、地域公共交通としての機能を十分に発揮できるようにするために必要とな

る特定地域計画の作成等を行うために設置するものとする。

（定義）

第２条 この要綱において「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者

をいう。

２ この要綱において「タクシー車両」とは、タクシー事業の事業用自動車をい

う。

３ この要綱において「タクシー協会等」とは、タクシー事業者の組織する団体

をいう。

４ この要綱において「労働組合等」とは、タクシー車両の運転者の組織する団

体をいう。

５ この要綱において「バス事業者」とは、道路運送法（昭和２６年法律第１８

３号）第３条第１号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

（実施事項）

第３条 協議会は、次に掲げる事項を実施するものとする。

(1) 特定地域計画の作成

(2) 次に掲げる特定地域計画の実施に係る連絡調整

① 特定地域計画に定められた事業の円滑な実施のために必要な場合におけ

る当該事業の関係者の招集

② 特定地域計画に定められた事業の実施主体とされた者以外の者に対する

必要な協力の要請

② ①②に掲げるもののほか、協議会が必要と認める特定地域計画の実施に

係る連絡調整

(3) 特定地域のタクシー事業の適正化及び活性化の推進に関し必要な次に掲げ

る事項の協議

① 協議会の運営方法

② （地域の実情に応じて、必要となる事項を列記）



（協議会の構成員）

第４条 協議会の構成員は、次の区分にそれぞれ掲げる者とする（括弧内は例）。

(1) ○○都道府県知事・○○市町村長又はそれらの指名する者

(2) タクシー事業者等（一般社団法人○○都道府県タクシー協会、○○株式会

社）

(3) 労働組合等（○○労働組合○○都道府県支部）

(4) 地域住民の代表（○○自治会長又は○○商工会長）

(5) 鉄道事業者、バス事業者、宿泊施設管理者等（○○株式会社）

(6) 学識経験者（○○大学教授○○）

(7) ○○都道府県労働局又は○○労働基準監督署

(8) ○○都道府県公安委員会

(9) （その他協議会が必要と認める者を列記）

２ 協議会は、前項の(1)～(4)の区分に掲げる者が任意に加入し、又は脱退する

ことができるものとし、かつ、前項の(5)～(9)の区分に掲げる者が任意に脱退

できるものとする。

３ 協会へ加入又は協議会から脱退しようとする者は、会長等（事務局長又は役

員を置く場合は、事務局長又はその役員。以下同じ。）に申し出をするものとす

る。

ただし、第５条第11項の規定に基づき協議会の開催の公表があった場合には、

協議会開催日の３０日前までに申し出があった者について、当該協議会に構成

員として参画できるものとする。

４ 協議会の構成員の把握は会長等が行うものとし、協議会の場において一覧表

形式等により示すものとする。

（協議会の運営）

第５条 協議会に会長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。

２ 会長は、協議会を代表し、協議の場を総括する。

３ 会長の任期は○年とする。

４ 会長に事故がある場合には、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理

する。

５ 協議会に事務局長をおき、協議会の構成員の中からこれを充てる。

６ 事務局長は、協議会の運営に関する事務を総括する。

７ 事務局長の任期は○年とする。

８ 各区分毎の構成員の発言時間の配分は、協議会の開催予定時間の15％を上限

として会長が割り振るものとする。

９ 協議会の議決方法は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定めると

おりとする。

(1) 役員の選出を議決する場合 第４条１項(2)及び(3)に掲げる構成員はその

区分毎に１個の議決権を、その他の構成員については各自１個の議決権を与

えるものとし、議決権の過半数に当たる多数をもって行う。

(2) 設置要綱の変更を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすことをもっ



て行う。

① 関係地方公共団体の長が全て合意すること。

② 設置要綱の変更について合意するタクシー事業者が特定地域内の営業所

に配置するタクシー車両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー

事業者が当該特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計の

過半数であること。

③ 設置要綱の変更について合意するタクシー協会等の構成員となっている

タクシー事業者が特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合

計が、協議会の構成員であるタクシー協会等の構成員となっているタクシ

ー事業者が当該特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の台数の合計

の過半数であること。

④ 労働組合等として参加している構成員の過半数が合意すること。

⑤ 地域住民として参加している構成員の過半数が合意すること。

⑥ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員の過半数が合意すること。

(3) 特定地域計画の作成を議決する場合 次に掲げる要件を全て満たすことを

もって行う。

① (2)①及び③から⑤までに掲げる要件を満たしていること。

② 特定地域計画の作成に合意するタクシー事業者が特定地域内の営業所に

配置するタクシー車両の台数の合計が、当該特定地域内の営業所に配置さ

れるタクシー車両の総台数の３分の２以上であること。

③ タクシー事業者の区分ごとに、合意するタクシー事業者が特定地域内の

営業所に配置するタクシー車両の台数の合計が、当該特定地域内の営業所

に配置されるタクシー車両の総台数の過半数であること。

④ 協議会の構成員である関係行政機関が全て合意すること。

⑤ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員（関係行政機関を除く。）の

過半数が合意すること。

⑥ 法第８条第２項に掲げる者に該当する構成員のうち地域計画に定められ

た事業の実施主体とされたものが合意すること。

(4) (1)から(3)まで以外の議決を行う場合 次に掲げる要件を全て満たすこと

をもって行う。

① 会長及び事務局長が合意すること。

② 合意するタクシー事業者が準特定地域内の営業所に配置するタクシー車

両の台数の合計が、協議会の構成員であるタクシー事業者が当該準特定地

域内の営業所に配置するタクシー車両の合計の過半数であること。

③ ①及び②以外の構成員において、第４条第１項(3)に掲げる構成員はその

区分毎に１個の議決権を、それ以外の構成員については各自１個の議決権

を与えるものとし、過半数が合意すること。

10 前項(2)③に掲げるタクシー事業者の区分は、次のとおりとする。

(1) 大手事業者 特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の合計が○両以

上

(2) 中小事業者 特定地域内の営業所に配置するタクシー車両の合計が○両以



上

(3) 個人タクシー事業者

11 協議会は、○ヶ月ごとを目安として開催することとする。

12 前項に掲げるもののほか、会長は、必要に応じて、協議会を開催することが

できるものとし、協議会の構成員は、会長に対して協議会の開催を要求するこ

とができるものとすが、協議会開催の是非は会長が決めるものとする。

13 会長は、協議会を開催するに当たり、原則として協議会開催日の４５日前ま

でにその旨を公表するものとする。

14 協議会は原則として公開とする。

（第15項は必要に応じて記載する）

15 会長は、公定幅運賃に係る意見聴取に関する意見書の提出について、やむを

得ない事由により協議会を開催する余裕のない場合においては、事案の概要を

記載した書面を構成員に送付し、その意見の聴取及び賛否を確認し、その結果

をもって協議会の議決に代えることができる。

なお、本規定に基づく取扱いを行う場合にあっては、第４条第３項中の「３

０日前」とあるのは「３日前」とし、第５条第11項中の「４５日前」とあるの

は「１０日前」とする。

（その他）

第６条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、会

長が協議会に諮り定める。



地域計画の達成状況（全体版）
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地域計画の達成状況（全体版）
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タクシー協会（法人・個人）での取組状況

①タクシーサービスの活性化と良質なサービスが選ばれる環境づくり

【特定事業】
特 定 事 業 実施主体 実施時期 法人協会等の対応 個人協会の対応

選任している利用者モニターからの意見を事業
に反映活用

法人協会、個人協会 短期

・モニターからの苦情・要望等を社内教育資料等として事業
者に配布。

・今後、全車両にエコーカードを搭載し、利用者の意見を幅
広く収集しサービス向上を図る取組を検討予定。

・モニターからの要望・改善要求について事業者に周知。
・車内に要望カードを搭載し、寄せられた苦情・感謝の言葉

を各傘下協同組合に配布するとともに期限更新者に配
布。

運転者のマナー向上のための教育・研修の充実 法人協会、個人協会 短期

・外部講師2名による講演会を実施。
（H23.2.15、参加人数157名）
（H24..2.16、参加人数118名）

・マナー向上のための教育・研修を目的として、外部講師を
招き講習会を実施。

新規参入者（（譲渡譲受者含む） 参加人員７２名））
期限更新者(H23.6.21 222名、H24.1.20  372名、

H24.6.19  216名、H25 44名）
・傘下協同組合において接客ｺﾝﾃｽﾄを実施し、個人協会に
て最終コンテストを実施。

ケア輸送サービス充実のために介護資格等の取
得及びケア輸送従事者研修会受講の促進

法人協会、個人協会 短・中期

・EVタクシー導入に伴い神奈川県によるケア講習を実施。
（H23.1.25、参加人数６３名）（実施機関：神奈川県）

・川崎市コールセンター事業連絡協議会による普通救命講
習会に参加。（随時実施、参加人数８５１名）（実施機関：消
防署）

・法人協会が全国福祉輸送サービス協会より、「タクシー乗
務員バリアフリー研修」実施機関としての認定を受け実施。

・福祉輸送に積極的に関与していくため、全国ハイヤー・タ
クシー連合会主催による講習会に積極的に参加。

・ユニバーサルドライバー講師研修を受講させ、講師育成を
図る。

1

務員バリアフリー研修」実施機関としての認定を受け実施。
24年度は、５回実施、計308名受講。 25年度は、６回の実
施計画で５回実施、計２９８名が受講。

「お近くでもどうぞ」を合い言葉にした運転者教育
の徹底及び利用者へのＰＲ強化

法人協会、個人協会 短期 ・短距離利用者のため周知用のパンフ等の作成を検討予定。
・事業者に対し、ステッカー（ちょっとそこまではいどうぞ）の
車体貼付の徹底を図る。（H22.12より短距離客歓迎キャ
ンペーンステッカー貼付）

早朝予約の積極受注の推進 個人協会 短期 ・今後検討予定。

ポスター、パンフレット、リーフレット等の作成・配
布

法人協会、個人協会 短期

・タクシーの安全性・利便性を利用者に広く理解いただくた
めのリーフレット作成を両協会で検討予定。

・以下を作成し、小学校で開催のバリアフリー研修受講の生
徒、旅客等に配布。

「自転車安全利用五則掲載のクリアファイル」
「目が不自由な人の外出(あいさつ手話表現)掲載の

クリアファイル」
「交通安全印字のシャープペンシル」

・ユニバーサルタクシーのパンフレットを作成、ＮＰＯ、病院
等に配布。

・同左（※ 「自転車安全利用五則掲載のクリアファイル」以
外）

マスターズ制度の充実及び参加の促進 個人協会 短期
・事業者の約８７％が制度に参加。
・本年１２月よりスキル・アップ講習の受講を義務化しマス

ターの高度化及び審査の厳格化を図る。

優良運転者推薦制度の促進 個人協会 短期

・優良適格者を個人協会において表彰。その後全国個人タ
クシー協会まで推薦。

（県協会長（個人協会）表彰：10名、全国個人タクシー協
会長表彰４名、大臣 表彰４名 ）



タクシー協会（法人・個人）での取組状況

【その他の事業】

特 定 事 業 実施主体
実施時

期
法人協会等の対応 個人協会の対応

地理教育制度の充実
法人協会、神奈川タクシー
センター

中期

・神奈川タクシーセンターにおいて、平成22年度より、新任
乗務員の地理試験を実施。

（H22年度 1,856名受験、 H23年度 1,580名受験
Ｈ24年度 1,374名受験）

・新人以外の適正化研修を実施。
（ Ｈ22年10～23年3月 受講20名、 H24年度 51名）

地理モニター制度の導入 個人協会 短期
・現在のモニター制度を活用し、アンケートに加える方向で

検討中。

条件に応じたタクシーを検索できるWEBサイトの
法人協会 短期

・法人協会ホームページにタクシーアラカルト（いろいろなタ
クシー）として様々なサービスを展開している導入事業者
を掲載。

２

条件に応じたタクシーを検索できるWEBサイトの
開設

法人協会 短期 を掲載。
・様々な情報を見易くする為にホームページを更新をした。

(Ｈ25.10)

駅前等における民間活力の導入促進による乗り
場（上屋付乗り場、バリアフリー乗り場等）の整備
に向けた調整検討

法人協会、個人協会
神奈川タクシーセンター

中期

・以下の会議に参画し、障害者とバリアフリー化に向けた調
査を実施。

「神奈川県バリアフリー街づくり推進県民会議」
「川崎市バリアフリー街づくりし推進協議会」

・港南台駅と横須賀中央駅前のタクシー乗り場のスロープ
化を実施。

・乗合バスの民間活力活用の乗り場上屋について、タクシー
乗り場において設置が可能か乗り場管理者と検討してい
く予定。

・新川崎駅及び武蔵溝ノ口駅南口にUDタクシー乗り場の設
置依頼中。

・UDタクシー導入に伴い、横浜駅東口にＥＶ・ＵＤタクシー待
機レーン（Ｈ25.6.28開始）また、川崎駅北口及び中央口（Ｈ
25.7.23開始）にＵＤタクシー乗場を設置。

・武蔵小杉駅東口に交通広場の設置に伴いＵＤタクシー待
機レーンを設置（26.3.30供用開始予定）

・同左



タクシー協会（法人・個人）での取組状況

②安全性の維持・向上

【特定事業】

特 定 事 業 実施主体 実施時期 法人協会等の対応 個人協会の対応

運行管理者・整備管理者研修の充実 法人協会 短期

・整備管理者研修を実施。
（H22.11.11、302名参加）（H23.11.18、268名参加）
（H24. 11.1 315名参加）（Ｈ25.11.15 290名参加）

・警察署等の講師による運行管理者研修を実施。（川崎）
（H23.2.28、５３名参加、H24.3.1、54名参加）

・事業用自動車事故防止対策研修会を実施。(H23.7.27、
244名参加)  

・交通指導員研修会を実施。
（H.23.11.28 253名参加 H24.11.28 236名参加、
Ｈ25.11.27 222名参加）.

神奈川県主催セーフティチャレンジコンクールへ
の参加

法人協会 短期

・「セーフティチャレンジかながわ」（実施期間H23.7月～12
月）

に協賛し事故防止に努めている。
（H22年 参加数10,932チーム（３名１組）32,796名）
（Ｈ23年 参加数11,239チーム（３名１組）33,717名）
（H24年 参加数11,998チーム(３名１組）35,994名）

３

（H24年 参加数11,998チーム(３名１組）35,994名）
Ｈ25年度実施中

事故防止コンクールの実施 個人協会 短期

・個人協会において事故防止の一環として、実施を検討予
定。

・今年度より期限更新時に事故防止に関するカリキュラム
を追加

緊急地震速報受信時の的確な対応による旅客
の安全確保に向けた乗務員教育の実施

法人協会、個人協会 短・中期 ・関東防災連絡会に参画。 ・H23.3.11の震災を受け教育を検討予定。

【その他の事業】

特 定 事 業 実施主体 実施時期 法人協会等の対応 個人協会の対応

スピード抑止の装置に関する検討 法人協会、個人協会 中期 ・今後検討予定。 ・今後検討予定。

他団体（自動車関係団体、二輪車関連団体、自
転車関連団体等）と連携した事故防止活動の実
施

法人協会、個人協会 短期
・神奈川県警主催による交通安全運動等に連携して交通事

故防止を実施。
・毎年地元警察より担当者を招き事故防止に向けた研修

を開催。

AVS(先進安全自動車）の実用化に向けての情
報収集

法人協会、個人協会 短期 ・今後検討予定。 ・今後検討予定。



タクシー協会（法人・個人）での取組状況

③環境問題への貢献

【その他の事業】

特 定 事 業 実施主体 実施時期 法人協会等の対応 個人協会の対応

・自治体からのEV車両貸与による環境貢献及びEV車両普
及PRに寄与。（横須賀市）

・アイドリングストップ運動会議及び啓蒙キャンペーン参加
（川崎市：年１～２回、不定期に主要交差点で開催）

・みなとみらいエリア(パシフィコ横浜、ランドマーク)におい
て、オンデマンド運行（※）の実証実験を実施。
(Ｈ24年2月25、26日、Ｈ24年3月3、4日)

・横浜市東部病院において、EVタクシーシェア乗り場の正
式運用の開始（24.7.23）

・横浜駅東口乗場にＵＤ・ＥＶタクシー専用待機レーンの設
置（Ｈ25.6.28運用開始）

・「アイドリングストップ運動会議」が、「かわさき自動車環境

4

公共施設における低公害車専用乗り場設置等
低公害タクシー車両普及促進に関する自治体
等への働きかけ

法人協会、個人協会 短期・中期

・「アイドリングストップ運動会議」が、「かわさき自動車環境
対策推進会議」と改名し、年４回開催。（既に１回開催、
年１～２回不定期に主要交差点で開催予定）

・ＥＶタクシーの普及のため、EVタウン支援企業に利用の
協力を要請。

・低公害車両及びUD車両乗り場設置に向け検討中。
・かながわEVタクシープロジェクト主催によりEVタクシー利

用促進のため「EVタクシーお試しクーポン」プレゼントキャ
ンペーンを実施。（H25.1.1～2.28、 Ｈ25.9.20～12.25）

・かながわソーラーフェア（H,25.1.26:横浜赤レンガ）及びキ
リン横浜ビアビレッジ（H.25.2.9～2.11、Ｈ25．10.11～13
及び11.1～3）：キリンビール横浜工場）において利用促
進のためのイベントを開催。また横浜ベイサイドマリー
ナにおいて3.7～9にイベントを開催予定。

・横浜駅東口タクシー乗り場において、Ｈ25.11及びＨ26．2    
に普及拡大を図るための調査を実施。

・低公害車両及びUD車両乗り場設置に向け検討中。

※オンデマンド運行・・・・端末機により呼び出すシステム。利用者が呼び出し端末で呼び出すと端末機を車載しているタク
シーが、呼び出された場所に行き目的地まで行く。



タクシー協会（法人・個人）での取組状況

④交通問題、都市問題の改善

【特定事業】

特 定 事 業 実施主体 実施時期 法人協会等の対応 個人協会の対応

客待ちタクシーによる道路混雑防止のための対
策の構築と徹底

法人協会、個人協会
神奈川タクシーセンター

短期

・各地区（駅）により独自のルール制定し運用実施。
・指導委員研修において、路上駐車禁止を徹底。

（H23.3、H23.11.30 研修実施）
・タクシー乗場の設置要望書を関係機関に提出。（横浜）
・法人協会の交通指導事故防止委員会における街頭指導

の実施。
・神奈川タクシーセンターによる街頭巡回指導の強化。

・同左

繁華街及び駅周辺路上の違法付け待ち車両排
除の街頭指導の強化推進

法人協会、個人協会
神奈川タクシーセンター

短期

・神奈川タクシーセンターにおいて街頭指導重点地域等を
指定し、月毎また日常的に街頭指導実施し禁止行為削
減に努めている。

・神奈川タクシーセンターと法人協会が協力し各地区で問題
のある乗場の混雑解消の指導を実施。

・同左

タクシー乗り場及び周辺における美化の推進
法人協会、個人協会
神奈川タクシーセンター

短期
・主な駅構内タクシー待機場において、乗務員の中から指

導者を選定し、乗り場等の美化促進を強化。
・駅周辺の乗り場美化のため、自治体と連携し清掃を実施。

・同左

5

【その他の事業】

特 定 事 業 実施主体 実施時期 法人協会等の対応 個人協会の対応

ショットガン方式の導入
法人協会、個人協会
奈川タクシーセンター

中期
・川崎駅西口及び戸塚駅西口で実施しているが、新たな導

入については今後検討。
・同左

鉄道駅等の混雑防止のための対策としたナン
バープレートによる乗り入れ自主規制の導入・充
実

法人協会、個人協会
神奈川タクシーセンター

短・中期
・現在横浜及び川崎の一部の駅（JR横浜駅、JR新横浜駅、
JR武蔵新城駅他）に於いて実施しているが、その他の駅
等については今後必要に応じ検討。

・同左

タクシープールの整備に向けた調整検討
法人協会、個人協会
神奈川タクシーセンター

短・中期 ・必要に応じ検討。 ・同左

交通問題の顕著な地域での混雑解消（定点観測
の実施）

神奈川タクシーセンター 中期 ・必要に応じ検討。 ・同左

自治体等が実施する交通渋滞対策等関係施策
への積極的協力

法人協会、個人協会 短期

・H22.11国土交通省による県内の道路渋滞対策のための道
路混雑状況アンケート調査協力。

・神奈川県道路利用者会議に参画。
・首都高速道路株式会社計画・環境部 交通調査グループ

から交通起終点調査協力。
(H 23.11.7～Ｈ23.11.11、前回調査Ｈ21年)

・神奈川県移動性向上委員会(国交省関東地方整備局)に
参画。

・同左

供給過剰状態の解消に向けた取組みの進捗状
況の把握及び効果・影響の測定、並びに必要に
応じてさらなる供給過剰解消に向けた対策の検
討

法人協会、個人協会 中期 ・経営委員会で検討中。



タクシー協会（法人・個人）での取組状況

⑤総合交通ネットワークの一員としての機能の
向上

【その他の事業】

特 定 事 業 実施主体 実施時期 法人協会等の対応 個人協会の対応

ターミナル駅等におけるタクシー乗り場への誘導
案内表示の充実

法人協会、個人協会 短・中期 ・必要に応じ検討。 ・同左

都市計画・交通計画との調和が保たれた公共交
通機関としてのタクシーの役割に関する自治体
との協議の推進

法人協会、個人協会 中期 ・今後検討予定。 ・同左
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タクシー協会（法人・個人）での取組状況

⑥観光立国実現に向けての取組み

【特定事業】

特 定 事 業 実施主体 実施時期 法人協会等の対応 個人協会の対応

外国人利用者向けの指差し翻訳シートの作成と
携行

法人協会、個人協会 短期

･羽田空港国際線乗り入れ車両に乗務員が対応できるよう
英語・中国・韓国語に対応した「指差しシート」を作成、配
布。

･全車両に外国人観光客の対応できるよう乗務員指差し
シートを作成配布。

・同左

観光タクシー等について観光協会等とのタイアッ
プ強化

法人協会、個人協会 短・中期

・観光促進を図るため、以下の会議等に参画。
「神奈川ＥＶプロジェクト及び箱根ＥＶタウンプロジェクト」
「観光立国かながわ推進連絡会議」
「関東観光推進会議」

・関運局、神奈川県、横浜・川崎・横須賀市、各観光協会及
び商工会議所の協力を得て「かながわ観光タクシードラ
イバー認定制度」を創設。

・同左

観光タクシー乗務員講習会の実施 法人協会、個人協会 短期
・かながわ観光タクシードライバー認定のための研修をＨ

26.2.24、3.3及び3.24に実施（受講者数194名予定）今後
毎年2月に実施予定。

・同左
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毎年2月に実施予定。

【その他の事業】

特 定 事 業 実施主体 実施時期 法人協会等の対応 個人協会の対応

鉄道駅等の乗り場における整理・案内係の配置 神奈川タクシーセンター 短・中期
・一部の駅で誘導員配置を実施しているが、今後は乗り場

の利用状況により更なる配置を検討。
・同左

羽田空港国際化へ対応した乗り場運営
法人協会、個人協会
神奈川タクシーセンター

短期
・羽田国際線乗り場に神奈川専用乗り場を設置。また定額

運賃制を横浜・川崎市地区で導入。県央交通圏、湘南交
通圏、小田原交通圏でも導入。

・同左

観光施設における観光タクシー待機場所に係る
検討

法人協会、個人協会 中期 ・関係自治体等と検討中。 ・同左



タクシー協会（法人・個人）での取組状況

⑧タクシー運転者の労働条件の悪化防止、改善・向上

【特定事業】

特 定 事 業 実施主体 実施時期 法人協会等の対応 個人協会の対応

労務研修講習会（労務管理・健康管理）の充実、拡充 法人協会 短期

・労務・経営委員会主催による講習会を実施。
（H23.2.15  157名参加, H24.2.16  118名参加,
H25.2.14  135名参加、Ｈ26.2.20開催予定）

・労務研修会の実施（横浜・横須賀）
横浜・南ブロック（H23年度40名、Ｈ24年度40名、Ｈ25
年度37名）
横浜・西ブロック（H23年度28名、Ｈ24年度31名、Ｈ25
年度26名）
横浜・北ブロック（H23年度38名、Ｈ24年度40名、Ｈ25
年度48名）
横須賀（H23年度23名、Ｈ24年度30名、Ｈ25年度25名）

・労働基準監督署の講師による労務研修会を実施（川崎）
（H24.2.14、参加人数45名）

・労務経営委員会において、神奈川労働局と労務管理等の
勉強会を開催（Ｈ25年2月、7月、10月及び11月）
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勉強会を開催（Ｈ25年2月、7月、10月及び11月）

【その他の事業】

特 定 事 業 実施主体 実施時期 法人協会等の対応 個人協会の対応

食事・休憩可能な提携施設等の確保の検討
法人協会、個人
協会

中期 ・今後施設等の確保を検討予定。 ・同左



タクシー協会（法人・個人）での取組状況

⑨事業経営の活性化、効率化

【その他の事業】

特 定 事 業 実施主体 実施時期 法人協会等の対応 個人協会の対応

市場調査、マーケティング等による需給構造分
析

法人協会、個人協会 中期 ・コンサル委託も含め今後検討予定。 ・法人協会と合同実施に向け検討予定。

新たなサービスに関する要望受付窓口の設置
法人協会、個人協会
神奈川タクシーセンター

短期
・HPの充実を図り、利用者の新たなサービス要望を把握す

るための手段を検討していく。

・個人タクシーに関する新たな要望について定期的なアン
ケート等を検討予定。

・ＨＰを立ち上げ利用者の要望の把握に努める。（２４．９月
までを予定）

9


